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            午前１０時００分 開会 

○議長（吉田 正君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成２３年第４回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 去る１０月４日、阿波市において第６回徳島県西部市議会連絡協議会議員研修会が開催

され、総勢１００名ほどの出席があり、当市も１６名の議員諸君とともに参加いたしまし

た。研修会では、新潟県立大学准教授田口一博氏より「地方議会の現状と課題、今議員に

求められていること」と題した講演があり、多数の議員から質疑がありました。 

 次に、１０月７日、三好市において第１４３回徳島県市議会議長会定期総会が開催さ

れ、副議長とともに出席いたしました。総会では、会務報告の後、各市から提出された第

６２回四国市議会議長会理事会への提出議案８件について協議を行い、すべて原案のとお

り可決決定いたしました。その結果、鳴門市提出の「本州四国連絡高速道路料金の見直し

について」など３件が提出議案に決定いたしました。 

 続いて、１１月２５日に、全国市議会議長会第１４２回産業経済委員会が東京都におい

て開催され、出席をいたしました。要望書について、実行運動、今後の運営について、関

係省庁の担当官より説明を受け、協議をいたしました。 

 次に、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 １１月２４日に徳島中央広域連合議会臨時会が開催され、出席いたしました。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 また、阿波市社会福祉大会、阿波市老人体育大会等の諸会合にも出席をいたしました。 

 次に、監査委員から、平成２３年８月、９月、１０月分の例月現金出納検査及び監査結

果報告書が議長あてに提出されております。関係書類を議会事務局に保管していますの

で、ご高覧ください。 

 次に、８月３１日に開催された議会運営委員会以降に受理いたしました陳情書について

は、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり議案等の提出の通知がありましたので、ご報告し
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ておきます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、議員派遣報告を行いたいと思います。 

 副議長より報告をいたします。 

 副議長香西和好君。 

○１６番（香西和好君） 皆さん、おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、ただいまより議員派遣の報告をいたします。 

 去る１０月１２日から１３日の２日間、青森県青森市おいて第６回全国市議会議長会研

究フォーラムに参加いたしました。 

 まず、増田寛也元総務大臣が、「二元代表制と地方議会改革」というテーマで、鹿児島

県阿久根市や名古屋市などの長と議会の対立の事例を挙げ、首長と議会の対立が起きる背

景に、市民が議会の不透明さに不信感を抱いていることも要因となっている、二元代表制

の市長と議員は議会の中で競争し、もっと市民との接点を設けるべきである、さらに議会

は積極的に政策制定案を出すべきである、そして市民へ積極的な公開をし、市民に信頼で

きる議会でなければいけないとの講演でした。その後、地方自治が専門である大学教授、

開催地の議長らが、「地方議会と直接民主主義について」と題してパネルディスカッショ

ンをいたしました。目指すべき議会とは、住民に開かれ、住民と歩む議会、政策全般にわ

たって首長と切磋琢磨する議会、議員同士の十分な討議による議決と市民への説明責任を

果たせる議会であるとの討議がなされ、改めて議会のあり方を考えさせられた研修でし

た。 

 ２日目は、議会基本条例について、帯広市議会副議長ら各市議会議員４名による課題討

議があり、各市議会の議会基本条例制定に向けた取り組みや各市議会の活動の状況の報告

がありました。 

 ３日目は、青森県観光物産館を視察し、青森県の観光と物産の情報発信の場となってい

る施設を研修し、次に縄文時代の大規模な集落跡である三内丸山遺跡を視察し、「ムラ」

を体験できる公園を視察研修いたしました。 

 地方議会の権限強化が検討される中、議会は、自治体の議決機関として、これまで以上

に議会改革に積極的に取り組み、自己研さんに努めてまいりたいと思いました。 

 以上で議員派遣報告を終わります。 

○議長（吉田 正君） 報告が終わりました。 
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 これより、本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、３番森本節弘君、４番江澤信明君の

両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（吉田 正君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、１１月２２日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果

について委員長の報告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉川精二君） おはようございます。 

 第４回定例会の会期につきまして、ご報告を申し上げます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果についてご報告を申し

上げます。 

 平成２３年第４回阿波市議会定例会の運営協議のため、１１月２２日午後１時より第１

委員会室において、議会側から正副議長及び委員６名、理事者側から市長、副市長、政策

監、総務部長ほか担当職員の出席のもと議会運営委員会を開催をいたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日より１２月２

０日火曜日までの２１日間に決定をいたしました。 

 なお、議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報

告、行政報告、提出議案の説明の後、議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例等の

一部改正についての先議を予定をいたしております。 

 次に、１２月７日水曜日の本会議は、午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般

質問を予定をいたしております。１２月８日木曜は午前１０時に開会し一般質問、１２月

９日金曜日も午前１０時に開会し一般質問、その後議案に対しての質疑を受け、各委員会

へ付託を予定をいたしております。 

 次に、１２月１２日月曜日午前１０時より総務常任委員会、１２月１３日火曜日午前１
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０時より文教厚生常任委員会、１２月１４日水曜日午前１０時より産業建設常任委員会の

開会を予定をいたしております。１２月２０日火曜日は午前１０時より本会議を開会し、

各常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決を行い、閉会を予定をいたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、１２月１日明日木曜日の正午と

なっております。 

 円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いし、議会

運営委員会の報告を委員長として報告をいたします。 

○議長（吉田 正君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から１２月２０日までの２１日間とすることにご異議

ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって会期を本日から１２月２０日までの

２１日間と決定しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 平成２３年第４回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはお忙しい

中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろは本市の行政全般に

わたり格別のご支援、ご協力を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

 開会に当たり、当面する市政の重要課題についてのご報告を申し上げ、議員各位を初め

市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 最初に、行政報告として、主要事務事業の取り組み状況についてご報告いたします。 

 まず、本市の行財政改革と平成２４年度当初予算編成についてであります。 

 去る１１月２５日に平成２３年度阿波市行財政改革推進委員会を開催し、平成２２年度

から平成２６年度までの５カ年間の行財政改革の基本となる第２次行財政改革大綱及び各

年度の具体的数値目標等を示した第２次集中改革プランに基づいた平成２２年度の財政効

果額及び進捗状況を報告し、ご承認をいただきました。事務事業の見直しや定員管理及び

給与の適正化、市民に影響を与えない一般行政管理経費の節減等に積極的に取り組んだ結
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果、平成２２年度の集中改革プランにおける財政効果額は２億３，５０３万１，０００円

となり、計画額を２，４１５万１，０００円上回ることができました。また、現在、本市

においては平成２４年度の予算編成作業に取り組んでおり、今月１日に各部局に予算編成

方針を通知しており、特に要求する事務事業を市民・納税者・受益者目線で考察し、限ら

れた財源をスクラップ・アンド・ビルド等の手法により有効活用を図ることを指示いたし

ております。 

 常々申しておりますが、本市の財政状況は、県下において、また全国の中で人口規模等

が本市と類似した団体の中でも比較的健全な財政指標等を示しております。しかしなが

ら、ご承知のとおり、本市は自主財源の乏しい財政構造である上に、現在は合併に係る財

政支援措置を受けていることを強く認識しなければなりません。また、今後の国の財政再

建、税制抜本改正、歴史的な円高等の影響で、今後阿波市にどのような財源が配分される

かが懸念されるところであります。厳しい財政状況が予想される中、本市の将来を見据え

た強固な財政・産業基盤を構築することが私たちに課せられた責務であることを再認識

し、市民が住み続けたいと思う魅力や活力のあるまちづくりを目指していかなければなり

ません。そのために、日ごろから本市の職員の意識改革、人材育成により、市民の負託に

こたえられる企画立案及び事務事業の遂行能力の向上を指示しているところであります。 

 次に、新庁舎建設事業についてでありますが、このたび土地収用法に係る事業認定のす

べての書類手続が整い、去る１１月２１日に認定庁であります徳島県に事業認定本申請書

を提出いたしました。 

 また、新庁舎を建設するに当たり、市民のための庁舎とするため、市民の皆様が利用す

る機会の多い、案内、窓口、ロビー、市民交流機能などの共用空間部分について市民の皆

様のご意見をお聞きする阿波市新庁舎建設基本設計市民アドバイザー会議を設置し、去る

１１月１９日に第１回目の会議を開催し、委員の皆様からは、市民の視点から見た活発な

ご意見、ご提案をいただいているところであります。今後におきましても、市民のための

庁舎、市民が親しみを持てる庁舎、市民の安全と安心を守る庁舎という考えのもとに全力

を挙げて取り組んでまいりますので、議員各位のご協力、ご理解をよろしくお願いいたし

ます。 

 また、市内の学校給食業務を統合する学校給食センター建設事業及び切れ目のない子育

て支援の充実を図る幼・保連携施設整備事業につきましても鋭意取り組みを進めていると

ころであり、節目節目において議会に報告したいと考えております。 
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 次に、金清自然環境活用センター及び土柱自然休養村温泉についてであります。 

 両施設につきましては、平成１８年７月より指定管理者制度を導入し、経営の健全化に

努めてまいりましたが、施設の老朽化や利用客の減少により厳しい経営状況にあります。

金清自然環境活用センターにつきましては、今年度、学識経験者を含む整備計画策定専門

委員会を発足させ、今後の施設運営のあり方を検討しており、来年３月には検討結果が報

告されることとなっております。また、土柱自然休養村温泉におきましては、去る第３回

阿波市議会定例会において指定管理者の議決をいただき、現在改修工事を進めているとこ

ろであり、来年４月より新しい指定管理者の管理運営によりリニューアルオープンする予

定となっております。 

 次に、保健医療関係でありますが、１２月２日阿波市において、市民の健康と医療費抑

制の啓発策として、特定健診の受診率の向上と生活習慣病の予防のため、街頭において特

定健康診査受診率の向上キャンペーンを行うこととしております。 

 なお、このキャンペーンには、市議会議長、副議長、総務常任委員会委員、阿波市国民

健康保険運営協議会委員の皆様にも特に参加をお願いするとともに、市の行政組織を結集

し、市民全体としての取り組みと位置づけ、実施する予定としております。 

 次に、関係行政機関などへの要望活動等についてご報告をいたします。 

 去る１０月４日に、第１０８回徳島県市長会議が徳島市において開催され、本市からの

要望事項である「子育て支援事業に係る財政支援等について」などの１０項目が県への要

望事項として決定されました。 

 また、１０月２７日には、第１３１回四国市長会議が観音寺市において開催され、「保

健・医療・福祉施策の充実強化」などの５項目を審議し、承認されました。 

 また、１０月３１日には、阿波市長、吉野川市長、吉野川善入寺土地改良区理事長の連

名により、国土交通省四国地方整備局及び同徳島河川国道事務所へ「善入寺島及びその周

辺の保全に向けた河川整備について」の要望書を提出するとともに、早期対策をお願いい

たしました。具体的には、宝の島であります善入寺島の優良農地を守るため、本年夏に襲

来した台風６号、１２号、そして１５号により崩壊した善入寺島剣先の復旧及びその周辺

対策を求めたものであります。 

 また、今月１６日は、東京都において国土交通省等の関係機関へ、徳島県選出の国会議

員も同席いただきながら、吉野川市長、吉野川善入寺土地改良区理事長、麻名用水土地改

良区理事長とともに、吉野川善入寺島及びその周辺の保全に向けた河川整備についての要
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望を行うとともに、早急な取り組みをお願いしたところであります。 

 次に、１１月２日、知事・市町村長地域懇話会が板野町において開催され、各市町長か

らは、子育て対策として乳幼児医療費県補助金の中学生までの拡充、地震・津波対策の強

化、県道の交差点改良などについて意見交換を行いました。 

 なお、本市としては、農業協同組合の合併促進、善入寺島の護岸補強と河川整備につい

ての要望をいたしたところであります。 

 次に、１１月１４日から１５日にかけて東京で行われました四国治水期成同盟連合会第

２回要望活動に出席し、国土交通省などに対し吉野川流域の内水対策を積極的に推進する

こと、内水はんらんの状況に応じて迅速かつ的確な災害対策を行うこと、無堤地区や漏水

等危険箇所の解消などの治水対策について要望を行いました。 

 次に、１１月２５日には、徳島県庁において、地籍調査事業の加速的促進を図るため、

平成２４年度の地籍調査事業の予算確保に関する要望を徳島県知事に行ってまいりまし

た。 

 以上、概要を申し上げて、行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第１０９号 阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第４、議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例

等の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正については、平成２３年９

月３０日の人事院勧告を踏まえ、平成２３年１１月４日の徳島県人事委員会の勧告等に準

じた改正を行うものであります。 

 議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきましては担当

部長より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げ

まして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 補足説明を求めます。 
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 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、議案第１０９号の補足説明をさせていただきます。 

 阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 今回の条例改正につきましては、平成２３年９月の人事院勧告を踏まえ、平成２３年１

１月の徳島県人事委員会の勧告に準じた改正を行うものでございます。 

 １ページ、中ほどになりますが、改正の主な内容を申し上げます。 

 阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。第１条、阿波市職員の給与に

関する条例（平成１７年阿波市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 これにつきまして、この給与条例第１１条の２は、住居手当に関する条項でございま

す。 

 まず、同条第１項。第１項というのは、住居手当の支給要件に関するものでございます

が、これは第１号から第３号までで成り立っております。職員の所有に関する住居手当の

廃止に伴い、この第１項のうち、持ち家に係る住居手当支給要件の第２号を削除しますの

で、「第３号」を「第２号」に繰り上げるものでございます。 

 次に、同条第２項。第２項といいますのは、住居手当の支給月額に係るものでございま

すが、これも第１号から第３号までで成り立っております。第２号は、職員の所有に係る

住居手当月額１，５００円に関するものでございますが、廃止となりますので、削除とな

ります。したがいまして、「第３号」は「第２号」に繰り上げとなり、対応する箇所を変

更し、第２項本文につきましても、対応する適用条項を改正することになります。 

 また、別表、２ページから５ページの行政職給料表は、５０歳代を中心に、４０歳代以

上を念頭に置いた給料表の引き下げ改定、最大で０．５％減となっております。 

 ６ページになりますが、第２条、阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年阿波市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 これにつきまして、附則第７項は、給料の切りかえに伴う経過措置についてですが、そ

の同項第１号中及び第２号中の経過措置の算定に用いる率の改正でございます。 

 また、附則の主な点は、この条例の施行期日は公布の日の属する月の初日、つまり１２

月１日となりますが、となること、それと民間との年間格差を解消するため、平成２３年

４月から１１月までの給与と６月支給の期末勤勉手当の調整率を定め減額すること、また

その減額調整額は１２月支給の期末手当から減額することなどでございます。 
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 ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉田 正君） これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと

認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題になっております議案第１０９号については、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第１０９号については委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 １４番池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついての反対討論を行います。 

 議案書の中に、５５ページの一番上の段ですけれども、減額１，８３９万円、給料です

ね、それと職員手当１，１３４万３，０００円、これは教育長を除く４０８人の、これ生

活給であります。 

 この問題についても、過去に反対討論を行いました。今、日本は公務員天国とか、人数

が多過ぎる、減らせとか、私どもを含め、公務員の風当たりがきついのも、正直なとこ

ろ、風潮でなかろうかと思います。 

 この条例につきましては、議案書の、今申し上げたとおりであります。職員の給料は生

活給であり、生活給を下げるということは、よくないと思います。今の時節柄、地域経済

の冷え込みや、やむを得ない事情や市民感情などはありますけれども、お手本を崩せば、

民間に与える影響など考えれば、はかり知れない問題が残るのではないかと思います。 

 以上のことより、簡単ですけれども、反対の討論といたします。 

○議長（吉田 正君） 議案第１０９号に対する賛成討論を、１１番阿部雅志君。 

○１１番（阿部雅志君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例等の

一部改正について賛成討論をさせていただきます。 
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 今回の議案は、平成２３年１１月の徳島県人事委員会の勧告に準じて、一般職の職員の

給与を平均で０．２３％引き下げるとともに、職員の所有に係る住居手当を廃止するため

の条例の一部改正をするものです。 

 ご承知のように、公務員は、法律により、ストライキの禁止など労働基本権の一部が制

限されています。そして、その代償措置として、人事院が５０名以上の民間企業を調査

し、公務員の給与などの勤務条件を定め、総理大臣等に勧告を行っています。徳島県にも

同様の機関として人事委員会があり、県内の民間企業を調査し、その結果を知事等に勧告

や報告を行っています。本市には人事委員会がないので、人事院や県人事委員会の勧告や

報告を参考にし労使協議を行い、賃金等を決定をいたしております。 

 公務員の労働基本権を制限し、その代償措置である人事院勧告制度がある以上、それを

準拠することは当然であります。この制度を遵守することにより、職員が安心し、元気で

やりがいを感じて、生き生きと働ける環境づくりを進めていくことがこれからの市民サー

ビスにつながると考え、私の賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） これで議案第１０９号に対する討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１０９号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正についてを原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（吉田 正君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ５ 議案第１０５号 平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につ 

                いて 

  日程第 ６ 議案第１０６号 平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）について 

  日程第 ７ 議案第１０７号 平成２３年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）について 

  日程第 ８ 議案第１０８号 平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 

                号）について 

  日程第 ９ 議案第１１０号 阿波市税条例等の一部改正について 

  日程第１０ 議案第１１１号 阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に 
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                ついて 

  日程第１１ 議案第１１２号 あわ北「新市まちづくり計画」の変更について 

  日程第１２ 議案第１１３号 徳島中央広域連合規約の変更について 

  日程第１３ 議案第１１４号 中央広域環境施設組合規約の変更について 

○議長（吉田 正君） 日程第５、議案第１０５号平成２３年度阿波市一般会計補正予算

（第３号）についてから日程第１３、議案第１１４号中央広域環境施設組合規約の変更に

ついてに至る計９件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案のうち、先ほど先議していただきました議案第１０９号を除く議案について、提案理由

の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、予算案件４件、条例案件２件、その他案件３件の計９件

であります。 

 まず、議案第１０５号平成２３年度阿波市一般会計補正予算については、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億２，０６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１９１億２，１３０万円とするものであります。 

 次に、議案第１０６号平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算については、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，８５４万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億４，１１５万４，０００円とするもので

す。 

 次に、議案第１０７号平成２３年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算について

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５万５，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７，２７２万１，０００円とするものです。 

 次に、議案第１０８号平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算については、既定

の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５０２万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４０億４，１８５万５，０００円とするものです。 

 次に、議案第１１０号阿波市税条例等の一部改正については、現下の厳しい経済状況及

び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の施行に

伴い、関係政令及び省令の改正に基づき市税条例の一部改正を行うものです。 
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 次に、議案第１１１号阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、市災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第１１２号あわ北「新市まちづくり計画」の変更については、合併特例債を

本市の将来へ向けての社会資本整備の財源としてより有効利用が図れるよう、計画に事業

の追加及び活用期限を１年間延長し、市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規

定に基づき議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第１１３号徳島中央広域連合規約の変更については、現在建設中の徳島中央

広域連合消防本部及び東消防署庁舎建設竣工後の事務所の移転に伴い組合規約の変更を要

するため、地方自治法第２９１条の３第３項及び第２９１条の１１の規定により議決をお

願いするものであります。 

 次に、議案第１１４号中央広域環境施設組合規約の変更については、当組合の議会議員

の定数及び中央美化センター解体に伴う構成市町の費用の負担割合について組合規約の変

更を要するため、地方自治法第２８６条及び第２９０条の規定により議決をお願いするも

のです。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申

し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０５号の説明を

させていただきます。 

 平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第３号）の補足説明をさせていただきます。 

 平成２３年度阿波市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億２，０６０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９１億２，１３０万円とするものでございま

す。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 
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 第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正によります。 

 今回の補正予算は、徳島県人事委員会の勧告に準じた給与等の改正による補正と新庁舎

及び交流防災拠点施設並びに給食センター建設のための用地買収費と補償費等、９月補正

後生じましたさまざまな事由に対応するため予算計上をお願いしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正ですが、１点目の追加の分です。起債の目的は、総務債、これは庁舎

等施設整備事業債でございますが、限度額３億５，９６０万円、教育債、これは給食セン

ター施設等整備事業債ですが、４，３４０万円、公共土木施設災害復旧事業債５３０万円

です。起債の方法、証書借り入れ、利率５％以内、償還の方法は借入先の融通条件によ

る。 

 続きまして、２番目の変更ですが、起債の目的は、道路橋梁債、補正前の額が２億６，

１５０万円で、６８０万円追加しまして２億６，８３０万円とするものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ９ページですが、歳入歳出補正予算事項別明細書で主なものを説明させていただきま

す。 

 まず、歳入ですが、２番目の１０款地方交付税で、補正額２億１，４３４万２，０００

円で、計７１億８，６３３万９，０００円に、１つ飛びまして、１４款国庫支出金で、補

正額２，１８５万６，０００円で、計２０億６，２１１万９，０００円に、１５款県支出

金で、補正額５，３５２万５，０００円で、計１０億４，０８５万３，０００円に、２つ

飛びまして、２１款市債で、補正額４億１，５１０万円で、計２４億５００万円に、歳入

合計、補正前の額１８４億７０万円、補正額７億２，０６０万円で、計１９１億２，１３

０万円とするものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １０ページ、歳出ですが、１つ飛びまして、２款総務費、補正額４億９，１５５万１，

０００円で、計２６億３，６９６万円に、３款民生費、補正額７，５２１万７，０００円

で、計６４億４，１４２万１，０００円に、３つ飛びまして、８款土木費で、補正額７，

３１７万６，０００円で、計１５億１，０３８万９，０００円に、１０款教育費で、補正

額３，２２７万９，０００円で、計１５億５，２０３万３，０００円に、１１款災害復旧

費で、補正額３，４７７万３，０００円で、計４，７２６万２，０００円に、歳出合計、



- 17 - 

歳入と同じ、補正前の額１８４億７，０７０万円、補正額７億２，０６０万円で、計１９

１億２，１３０万円とするものでございます。 

 １２ページのほうをお願いいたします。 

 内訳になります。 

 歳入の主なものを説明させていただきます。 

 上より、中ほどよりもちょっと上になりますが、１０款地方交付税、１項１目も同じく

地方交付税で、補正額２億１，４３４万２，０００円ですが、これは普通交付税でござい

ます。 

 続きまして、下のほうになりますが、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目民生費

国庫補助金で、補正額は２万５，０００円と少ないんですが、右のページのほうを見てい

ただきたいんですが、１節の社会福祉費負担金で４，２８６万６，０００円でございま

す。内訳の主なものでございますが、障害者自立支援給付費負担金で３，２７４万円、３

節児童福祉費負担金で８，０３４万１，０００円の減、これにつきましては子ども手当の

負担金でございます。１０月からの制度変更に伴うものでございます。４節の生活保護費

負担金で３，７５０万円、これにつきましては生活保護世帯の増加に伴うものでございま

す。 

 １４ページのほうをお願いいたします。 

 １４ページ下のほうになりますが、１５款県支出金、１項県負担金、３目民生費県負担

金で、補正額３，９４１万２，０００円です。これは、右のページを見ていただきたいん

ですが、１節の社会福祉費負担金で３，９３３万３，０００円でございます。内訳につき

ましては、国保基準超過費用額共同負担金で７７８万２，０００円、国保基盤安定負担金

で１，５１８万１，０００円、障害者自立支援給付費負担金で１，６３７万円となってお

ります。 

 続きまして、１８ページのほうをお願いいたします。 

 １８ページですが、２１款市債、１項市債、２目総務債で、補正額３億５，９６０万円

でございます。これにつきましては、右のページを見ていただきたいんですが、５節の庁

舎等施設整備事業債で、内訳ですが、説明欄で、合併特例債で３億４，４６０万円、それ

と庁舎等施設整備事業債、これは県の振興資金になりますが１，５００万円、両方とも庁

舎建設の財源でございます。 

 続きまして、１０目の教育債で４，３４０万円の補正額ですが、これは給食センター施



- 18 - 

設等整備事業に係るものでございます。合併特例債を充てるようになっております。 

 続きまして、２０ページをお願いいたします。 

 ２０ページ、上ですが、ここからは歳出となります。歳出につきましても、主なものを

説明させていただきます。 

 職員の給与等につきましては、先ほども申し上げましたが、主に平成２３年９月の人事

院勧告等を踏まえ、平成２３年１１月の徳島県人事委員会の勧告に準じ、減額調整をさせ

ていただいております。人件費につきましては、説明を省略させていただきたいと思いま

すので、ご了承をお願いいたします。 

 それで、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、補正額１億３，９７８万

８，０００円で、これの主なものにつきましては、右のページの説明欄の真ん中よりもち

ょっと下になりますが、退職手当負担金、退職手当組合の負担金で、１億５，４４５万

６，０００円となっております。 

 続きまして、次のページ、２２ページをお願いいたします。 

 ２２ページの一番下のほうになります、１４目の庁舎建設費で、補正額３億６，３０１

万２，０００円ですが、これにつきましては、２５ページを、済いません、見ていただき

たいと思います。２５ページ、上のほうになりますが、内訳ありますので、説明欄で申し

上げます。新庁舎と交流防災拠点施設の公有財産購入費で２億４，４００万円、それと補

償金で１億１，８８０万円となっております。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。 

 ２８ページ、上のほうになりますが、３款民生費、１項社会福祉費で、１目社会福祉総

務費で、補正額４，７２１万円で、内訳につきましては、右のページの説明欄の真ん中よ

りもちょっと上になりますが、主なものでございます。国民健康保険事業特別会計繰出金

で４，８０４万２，０００円でございます。これは、法定内のものでございます。 

 続きまして、２目の障害者福祉費で、補正額６，９３７万３，０００円です。これにつ

きましても、右のページ説明欄で主なものを、真ん中あたりになりますが、障害者自立支

援給付費で６，４０７万２，０００円となっております。 

 続きまして、次のページ、３０ページをお願いいたします。 

 ３０ページ、真ん中ですが、３項児童福祉費の中で、２目児童手当費で、補正額７，９

４４万２，０００円の減額でございます。これにつきましても、右のページ、説明欄で、

主なものでございますが、子ども手当の扶助費で８，０１８万円の減額でございます。こ
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れも、歳入のほうで申し上げましたが、１０月からの特別措置法が施行され、支給額が変

更となるためでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ３２ページ、中ほどですが、４項生活保護費で、２目扶助費で、補正額５，０００万円

です。これにつきましては、生活保護世帯の増加によるものでございます。 

 続きまして、ちょっと飛びますが、４２ページをお願いいたします。 

 ４２ページでございます。上のほうですが、８款土木費、２項道路橋梁費で、４目の地

方道整備事業費で、補正額３，４８５万３，０００円です。この主なものにつきまして

は、右の説明欄で、真ん中よりもちょっと上になりますが、地方道整備事業費で２，９８

４万円です。内訳につきましては、工事費で１，４５０万円と公有財産購入費で８６４万

円、それと補償金で８３０万円となっております。 

 続きまして、またちょっと飛びますが、５０ページをお願いいたします。 

 ５０ページ、１０款の教育費、７項学校給食費で、１目学校給食費で、補正額４，５５

６万３，０００円です。これにつきましても、右の説明欄のほうで、真ん中よりもちょっ

と下になりますが、主なものですが、給食センターの新築事業費の公有財産購入費で４，

２００万円、補償金で３７０万円でございます。 

 次のページ、５２ページをお願いいたします。 

 ５２ページですが、１１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費で、１目土木施設

災害復旧費、補正額２，０００万円です。主なもの、右の説明欄ですが、工事請負費で

１，９２１万２，０００円です。これにつきましては、台風１５号による公共土木災害復

旧工事に係るものでございます。 

 続きまして、次のページ、５４ページをお願いいたします。 

 この補正予算給与費明細書につきましては、特別職につきましては、報酬と社会保険料

の不足分の補正です。それと、一般職につきましては、先ほども申し上げましたが、県の

人事委員会勧告に基づき、一般職の給与等の減額調整と育休等による減額をあらわしたも

のとなっておりますので、ごらんいただけたらと思います。 

 ５６ページをお願いいたします。最終ページになります。 

 このページは、６ページの地方債補正の追加と変更に基づき調書を調製したものでござ

います。表の一番右側のほうになりますが、当該年度末現在高見込み額ですが、一番下の

合計欄の右側ですね、１９８億８３０万８，０００円となります。 
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 以上、議案第１０５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認ください

ますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０６号並びに議

案第１０７号について補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第１０６号についてでございます。 

 議案第１０６号平成２３年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，

８５４万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億４，１１

５万４，０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２３年１１月３０日提出。阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、保険給付費や後期高齢者支援金などについて補正が必

要となったためお願いをするものです。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 歳入につきましては、４款１項療養給付費交付金の補正額が６，２９６万７，０００

円、５款１項前期高齢者交付金の補正額が４，９２７万円の減額、９款１項一般会計繰入

金の補正額が４，８０４万２，０００円、１０款１項繰越金の補正額が６，６８１万円と

なっておりまして、補正額の合計は１億２，８５４万９，０００円で、補正後の歳入合計

額は４９億４，１１５万４，０００円となっております。 

 次に、３ページ、歳出についてお願いいたします。 

 １款１項総務管理費の補正額が２３万６，０００円の減額、２款の保険給付について

は、１項療養諸費の補正額が６，７８４万３，０００円、２項高額療養費の補正額が５，

５００万円となっています。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金等の補正額が１，０１３万６，０００円、６款１項介

護納付金の補正額が５２１万円の減額、１１款１項償還金及び還付加算金の補正額が１０

１万６，０００円となっております。 

 補正額の合計につきましては１億２，８５４万９，０００円で、補正後の歳出合計額は
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４９億４，１１５万４，０００円となっております。 

 なお、保険給付につきましては、医療費の伸びにより不足が生じる見込みとなっため、

また後期高齢者支援金と介護納付金につきましては額の確定による予算措置となっており

ます。 

 次に、議案第１０７号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１０７号をお願いいたします。 

 議案第１０７号平成２３年度阿波市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５万

５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７，２７２万１，０

００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２３年１１月３０日提出。阿波市長。 

 ２ページの歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正に関しましては、被保険者の死亡や保険料の変更などに伴い発生します過年

度分保険料の還付金について不足が生じたためお願いするものでございます。 

 歳入につきましては、６款２項償還金及び還付加算金の補正額が５５万５，０００円と

なっており、補正後の歳入合計額は３億７，２７２万１，０００円となっております。 

 ３ページ、歳出につきましても、３款１項償還金及び還付加算金の補正額が５５万５，

０００円となっており、補正後の歳出合計額は３億７，２７２万１，０００円となってお

ります。 

 以上、議案第１０６号並びに議案第１０７号についての説明とさせていただきます。ご

審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０８号につ

いて補足説明をさせていただきます。 

 平成２３年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正ということで、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ
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れぞれ５０２万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億４，１８５万

５，０００円とするものです。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明いたします。 

 歳入の主なものは、下ほどの８款繰入金、補正額５１５万６，０００円で、歳入合計補

正額５０２万円の減額です。 

 次に、８ページをお願いします。 

 歳出の主なものは、１款総務費で、補正額５２０万５，０００円の減額で、歳出合計補

正額５０２万円の減額です。 

 補正の主な理由といたしましては、育児休業職員の給料減によるものです。 

 ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１１０号について

補足説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 議案第１１０号阿波市税条例等の一部改正について。 

 阿波市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２３年１１月３０日提出。阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の

整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、条例

改正をお願いするものでございます。 

 主な改正内容につきましては、１点目として、個人市民税の寄附金税額控除の適用下限

額を現行の「５，０００円」から「２，０００円」へ引き下げること、２点目といたしま

して、阿波市税条例に定める市民税や固定資産税、軽自動車税等の不申告や退職所得申告

書の不提出に対する過料につきまして、上限額を現行の「３万円以下」から「１０万円以

下」へ引き上げ、また入湯税についても、帳簿記載の義務違反等に対する罰則を「１０万

円以下の過料」と改めることでございます。また、３点目といたしまして、現在罰則規定

のないたばこ税や鉱産税、特別土地保有税の不申告についても新たに罰則の対象とし、上

限１０万円以下の過料を科すこと、４点目といたしまして、肉用牛の売却による事業所得

に係る特例を見直し、免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限を現行の「年間２，０００

頭」から「年間１，５００頭」に引き下げることなどでございます。 
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 なお、施行期日については、公布の日から、ただし過料等の罰則規定については、公布

の日から２カ月を経過した日から施行となります。 

 以上、議案第１１０号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認

くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１１１号を補

足説明をさせていただきます。 

 阿波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。平

成２３年１１月３０日提出、阿波市長ということで、主な改正理由は、災害弔慰金の支給

等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うものです。 

 次に、主な改正点は、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に「死亡した者の死亡当

時における配偶者」を「父母、孫または祖父母のいずれもが存しない場合に、死亡した者

の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹」を含めるものです。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は平成

２３年３月１１日以降に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について

適用するものです。 

 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１１２号及び議案

第１１３号をあわせて補足説明させていただきます。 

 まず、議案第１１２号につきまして、あわ北「新市まちづくり計画」の変更についてで

す。 

 あわ北「新市まちづくり計画」は、合併前にあわ北合併協議会が作成したもので、合併

後の新市まちづくりの基本方針、主要施策、財政計画等を定めておりました。この計画期

間は、平成２６年度で終了となりますので、１年間延長して、社会資本整備等の財源とし

て合併特例債を有効活用するため、また観光施設の整備の明確化を図ること等から、改正

をお願いしております。 

 次のページのほうを見ていただきたいんですが、まず２ページですが、左側のほうが変

更後になっております。こちらを中心に説明させていただきます。 

 ローマ数字のＩ、序論３の計画策定の方針のところで、（３）の計画期間ですが、終期
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を１年延長するものでございます。変更後、本計画は平成１７年度から平成２７年度まで

の１１カ年としますっていうことになります。 

 また、４番目の新市まちづくりの主要施策２、まちづくり事業で、（５）にぎわいと交

流産業が発展するまちづくりのところで、①の連携と交流づくりのイ、観光の振興という

ところで、斜線が引いてありますが、アンダーラインがありますが、右のほうで「に努め

るとともに」っていうところを「並びに観光施設の整備充実を進めるとともに」っていう

ことに、そのように変更するものでございます。また、その下のほう表の中に、主なまち

づくりの表の中で、観光振興のところで、事業の概要欄で、ここに「観光施設の整備」と

いう言葉を追加するものでございます。 

 ３ページにつきまして、次のページですね、ここでは、６番目の財政計画ですが、ここ

でも終期を１年延長するものでございます。この計画の期間は、平成１７年度から平成２

７年度までの１１カ年としますということで変更します。 

 また、４ページ、５ページは、財政計画ですが、歳入歳出ともに、平成２７年度を追加

し、各項目に予算額を入れております。そして、平成１７年度から平成２２年度までは実

績の数値に変更をしております。そして、平成２３年度から平成２６年度までは、現段階

で想定される予算額に変更しております。 

 次に、議案第１１３号をお願いいたします。 

 議案第１１３号徳島中央広域連合規約の変更についてですが、この規約の変更は、先ほ

ども市長も申し上げましたが、徳島中央広域連合事務所移転に伴い行うものでございま

す。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第３項及び第２９１条の１１の

規定により、徳島中央広域連合の事務所の位置を変更するため、徳島中央広域連合規約

（平成９年徳島県指令市第３５号）の一部を改正する規約を次のとおり定める。 

 徳島中央広域連合規約の一部を改正する規約ですが、第６条中「徳島県吉野川市鴨島町

鴨島１１５番地１」を「徳島県吉野川市鴨島町上下島２１番地１」に改めるものでござい

ます。 

 この規約は、平成２４年４月１日から施行となります。 

 以上、議案第１１２号及び議案第１１３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 
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○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１１４号について

補足説明をさせていただきます。 

 議案第１１４号中央広域環境施設組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条及び第２９０条の規定により、中央広域環境施設組合の議会の組

織及び議員の選挙の方法並びに経費の支弁の方法を変更するため、中央広域環境施設組合

規約の一部を改正する規約を次のとおり定める。 

 平成２３年１１月３０日提出。阿波市長。 

 今回の提出の中央広域環境施設組合規約の一部改正について主な改正点といたしまして

は、１点目といたしまして、組合議会の議員定数について、板野町と上板町の定数をそれ

ぞれ現行の「１人」から「２人」にふやし、全体の定数を現行の「１６人」から「１８

人」とすること、２点目といたしまして、吉野川市川島町にあります美化センターの解体

事業を実施するに当たり、解体に要する経費について、搬入市町村の負担割合を均等割２

５％、ごみ量割７５％とすることとなっております。 

 なお、施行期日につきましては、平成２４年４月１日からとなります。 

 以上、議案第１１４号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認

くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、７日午前１０時より代表質問、一般質問であります。本日はこれをもって散会

いたします。 

            午前１１時１９分 散会 

 


